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鳴子国道維持出張所
ＴＥＬ 0229-84-7575

仙台河川国道事務所 鳴子国道維持出張所は、宮城47号のうち

国道４号との交差点から山形県境までを維持管理しています。

みやぎの「かわとみち」情報が満載！仙台河川国道事務所

ホームページはこちら →  http://www.thr.mlit.go.jp/sendai

鳴子国道維持出張所管内で下記の箇所の舗装修繕工事をおこないます。

ご不便をおかけすることもあるかとは思いますが、安全に十分配慮して工事にあ

たりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。
〔工事名〕

○岩出山鳴子地区舗装修繕工事 工期:令和3年4月1日～令和3年10月29日（予定）

○鳴子地区舗装修繕工事 工期:令和3年4月1日～令和3年10月29日（予定）

舗装修繕工事施工方法

・切削オーバーレイ工法

切削オーバーレイ工法は舗装の傷んだ部分を切削機で削り取り、新しい舗装を施工します。

進行方向

・ローラーで固めます

ロードローラー

・新しいアスファルトを舗設します

アスファルトフィニッシャー

②〔舗装〕

・路面清掃します・切削機で傷んだ部分を削り取ります

切削機
ダンプトラック

施工手順

①〔切削〕

進行方向

路面清掃車


